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健診区分 対 象 者 検 査 項 目 健診料金

一
般
健
康
診
断
（
労
働
安
全
衛
生
法
）

定
期
健
診
Ａ

34歳以下の
方。
36～39歳で､
医師の判断
で省略でき
る方。

①身長・体重・腹囲
②尿検査（糖・蛋白）
③視力検査
④聴力検査
⑤血圧測定
⑥胸部Ｘ線間接撮影
⑦医師による診察

2,900円
(税込）

定

期

健

診

Ｂ

35 歳・40 歳
以上の方。
34 歳 以 下、
36～39歳で、
医師が必要
と認めた方。
新たに採用
された方。

①身長・体重・腹囲
②尿検査（糖・蛋白）
③視力検査
④聴力検査
⑤血圧測定
⑥胸部Ｘ線間接撮影
⑦医師による診察
⑧心 電 図
⑨血液検査
１.肝機能（GOT・GPT・γ-GTP）
２.血中脂質
（TG・HDL-CHO・LDL-CHO）
３.貧血（赤血球数・血色素量）
４.糖代謝（血糖・HbA1c）

7,000円
（税込）

 

  

Ｙ 300 のｘ 63

砂川商工会議所では、会員事業所の役員、従業員の健康管理をサポートするため健康診断を実施します。
生活習慣病等の予防の為には、早い時期からの適切な健康診断と結果に基づいた健康管理が大切です。ま
た、事業所は労働安全衛生法により１年以内ごとに１回、定期的に健康診断を行うことが義務づけられてい
ます。安心・安全な職場づくりに、是非当所の健康診断をご利用下さい。
また、協会けんぽに加入している方は、協会けんぽの健康診断を受診できます。受診を希望される方は健
診内容等をご確認の上申込み下さい。

健診日時：令和２年４月20日（月）８時30分～15時
※受付終了時間 14時30分

健診場所：砂川商工会議所
健診機関：医療法人社団 慶友会 健康相談センター
申込方法：同封の「健康診断申込書」に必要事項を記入の上、３月31日（火）までに慶友会健康相談

センターへＦＡＸにてお申込み下さい。
申 込 先：慶友会健康相談センター 【ＦＡＸ】０１６６－４８―５０６０
そ の 他：協会けんぽの健診を受診される方は、胃部レントゲン（バリウム）検査の都合上、午前中の

受診が必須となります。
※一般の健診を受診される方は、午後からの受診をお願いする場合がございますのでご了承ください。

令和２年度の健康保険・介護保険料率は３月分（４月納付分）から変更となります。
ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。（保険料額表はホームページをご覧ください。）

協会けんぽ北海道支部からのお知らせ

令和２年度北海道支部の保険料率が変更になります

※任意継続被保険者の方は４月分（４月１０日納付期限分）から変更となります

令和２年３月分（４月納付分）から変更
①４０歳以上６５歳未満の加入者ご本人（被保険者）さま

平成３１年度

１２．０４％

健康保険料率
10.31％

介護保険料率
1.73％

１２．１０％
健康保険料率
10.41％
（＋0.10％）

介護保険料率
1.79％

（＋0.06％）

１０．４１％
健康保険料率
10.41％
（＋0.10％）

介護保険料率

②上記①以外の加入者ご本人（被保険者）さま

平成３１年度

１０．３１％

健康保険料率
10.31％

介護保険料率

令和２年度

令和２年度

電話 ０１１－７２６－０３５２（代表）
協会けんぽ 検索



（２）令和２年３月５日発行 な な か ま ど























Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
う
ご
き
12･1
月

















２
月
17
日
（
月
）
午
後
６
時
30
分

よ
り
、
酒
房
花
い
た
に
於
い
て
第
２

回
臨
時
会
員
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。昨

年
12
月
の
臨
時
会
員
総
会
に
お

い
て
、
次
年
度
会
長
に
は
住
亮
太
郎

君
が
決
定
し
て
お
り
、
青
年
部
役
員

選
出
規
定
第
６
条
に
よ
り
、
次
年
度

会
長
が
当
該
年
度
の
副
会
長
・
専
務

理
事
・
理
事
を
選
任
し
総
会
の
承
認

を
も
っ
て
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
次
の
と
お
り
副
会
長
２
名
、

専
務
理
事
１
名
、
理
事
７
名
を
選
任

し
出
席
者
全
員
一
致
に
よ
り
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

令
和
２
年
度

役
員
・
理
事
（
敬
称
略
）

会

長

住

亮
太
郎（
新
任
）

㈲
池
川
生
花
店代

表
取
締
役

第
２
回
臨
時

会
員
総
会
開
催

「
令
和
２
年
度

副
会
長
･専
務
理
事
･

理
事
が
決
定
！
」

副
会
長

多
比
良
和
伸
（
新
任
）

タ
ヒ
ラ
・
デ
ン
タ
ル
ク
リ
エ
イ
シ
ョン

代

表

副
会
長

増
井

悟
（
新
任
）

㈱
増

建

代
表
取
締
役

専
務
理
事

佐

伯

充（
新
任
）

㈱
砂
川
ガ
ス

専
務
取
締
役

理
事

八
巻
崇
泰
（
再
任
）

㈲
ヤ
マ
キ
自
動
車
工
業

代
表
取
締
役

理
事

田
宮
正
之
（
再
任
）

㈲
田
宮
板
金
工
業

専
務
取
締
役

理
事

榊
原
圭
太
（
再
任
）

北
斗
総
業
㈱

工
場
長

理

事

髙
橋
正
宗（
再
任
）

㈱
川
上
鐵
工
製
作
所

常
務
取
締
役

理
事

日
影
館
省
吾
（
再
任
）

北
海
道
運
搬
機
㈱
空
知
支
店

支
店
長

理
事

水
島
聖
一
（
再
任
）

三
共
建
具
工
業
㈱

専
務
取
締
役

理
事

池
内
一
也
（
新
任
）

㈲
カ
ネ
イ
池
内
商
店

代
表
取
締
役

監
事

宇
之
津
寿
男
（
再
任
）

15
日
▼
第
９
回
Ｙ
Ｅ
Ｇ
が
創
る
夢
あ

る
北
海
道
会
議

留
萌
市

17
日
▼
第
２
回
臨
時
会
員
総
会

酒
房
花
い
た

21
日
▼
日
本
Ｙ
Ｅ
Ｇ
第
39
回
全
国
大

会

静
岡
県
沼
津
市














































































マ
ル
ホ
ー
産
業
㈱

代
表
取
締
役

監
事

北
谷
洋
文
（
新
任
）

㈱
北
谷
組

常
務
取
締
役

※
会
員
の
皆
様
ご
協
力
方
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
う
ご
き
10
月

Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
う
ご
き
２
月

 

 





































































【協会けんぽ北海道支部からのお知らせ】

平成28年度保険料率改定について
平成28年３月分（５月２日納付期限分）より健康保険料率は１０.１５％（＋０.０１％）、介護
保険料率は１.５８％（据え置き）となります。厳しい経済状況の中でございますが、何卒ご理解
をいただきますようお願い申し上げます。

「健康事業所宣言」をはじめませんか？
協会けんぽ北海道支部では、より一層の健康づくりを推進するため、北海道健康増進計画
「すこやか北海道２１」と連携して健康経営に取り組むことを宣言した事業所を認定して、サ
ポートする「健康事業所宣言」を行っています。
実施要領、お申込み方法は協会けんぽ北海道支部ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先：全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 電話（011）726-0352（代表）

  

 



























































健康増進法の改正により、飲食店など多数の方が利用
する施設は、令和２年４月１日から原則屋内禁煙に、喫
煙可能な場所には20歳未満の方は立入禁止となります。
また、多数の方が利用する施設等について、その区分
に応じて一定の場所を除き喫煙を防止し、当該施設等の
管理権原者等が講ずるべき措置等が定められました。

〇規制対象となるたばこ
たばこ葉を燃焼または加熱するたばこ製品
例…紙巻きたばこ、葉巻、加熱式たばこなど
※葉たばこを原料としない、いわゆる「電子たばこ」は
規制対象外です。

〇施設の管理権原者等に課せられる主な義務
①屋内に喫煙可能な場所を設置する際、その旨を示す標
識を掲示する義務
②喫煙可能な場所からたばこ煙の流出を防止するため
の基準に適合させる義務
③喫煙禁止場所に喫煙器具、設備等の設置をしない義務

④喫煙場所を設置する際、望まない受動喫煙を生じさせ
ることがないよう配慮する義務
⑤喫煙室内へ20歳未満の方（従業員を含むすべての方）
を立ち入らせない義務
⑥喫煙目的室及び喫煙可能室設置施設の営業に関する
広告・宣伝は明瞭かつ正確に喫煙環境を表示する義務
※①～③の義務違反があった場合、指導に応じないなど
の違反があった場合、罰則（過料）が適用される場合
があります。

以下の全てに該当し、令和２年４月１日以降も店内で
喫煙しながら飲食可能な店として営業する場合は届け
出が必要です。
①令和２年３月31日以前に飲食店等営業許可を受け、か
つ設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っている
②客席面積が１００㎡以下
③資本金または出資の総額が５,０００万円以下
詳細はお近くの道立保健所、または下記ホームページへ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/hokensho/hokensho.htm

受動喫煙防止対策についてのお知らせ

 

 





































































健康増進法の改正により、飲食店など多数の方が
利用する施設は、令和２年４月１日から原則屋内禁
煙に、喫煙可能な場所には20歳未満の方は立入禁止
となります。
また、多数の方が利用する施設等について、その

区分に応じて一定の場所を除き喫煙を防止し、当該
施設等の管理権原者等が講ずるべき措置等が定めら
れました。

〇規制対象となるたばこ
たばこ葉を燃焼または加熱するたばこ製品

例…紙巻きたばこ、葉巻、加熱式たばこなど
※葉たばこを原料としない、いわゆる「電子たばこ」
は規制対象外です。
〇施設の管理権原者等に課せられる主な義務
①屋内に喫煙可能な場所を設置する際、その旨を示
す標識を掲示する義務
②喫煙可能な場所からたばこ煙の流出を防止するた
めの基準に適合させる義務
③喫煙禁止場所に喫煙器具、設備等の設置をしない
義務
④喫煙場所を設置する際、望まない受動喫煙を生じ

させることがないよう配慮する義務
⑤喫煙室内へ20歳未満の方（従業員を含むすべての
方）を立ち入らせない義務
⑥喫煙目的室及び喫煙可能室設置施設の営業に関す
る広告・宣伝は明瞭かつ正確に喫煙環境を表示する
義務
※①～③の義務違反があった場合、指導に応じない
などの違反があった場合、罰則（過料）が適用され
る場合があります。
以下の全てに該当し、令和２年４月１日以降も店

内で喫煙しながら飲食可能な店として営業する場合
は届け出が必要です。
①令和２年３月31日以前に飲食店等営業許可を受
け、かつ設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っ
ている
②客席面積が１００㎡以下
③資本金または出資の総額が５，０００万円以下
詳細はお近くの道立保健所、または下記ホームペー
ジへ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/hokensho/hokensho.htm

受動喫煙防止対策についてのお知らせ



（３） 令和２年３月５日発行な な か ま ど

 

 































































 

 



























































融資限度額は？
２，０００万円

（1,500万円を超える融資には事業計画書の策定などが必要です）

返済期間は？
運転資金は ７ 年以内（据置１年以内）
設備資金は１０年以内（据置２年以内）

担保・保証人は？
不要です

融資利率は？
１.１５％（平成２８年１月３１日現在）
※利率は変動いたしますのでご確認下さい。

お問合せ先▽
砂川商工会議所相談業務課

（電話５２－４２９４）

小規模事業者の資金調達を支援します
マル経融資制度 （小規模事業者経営改善資金融資制度）

 

～ご利用いただける方～
■ 砂川市内で１年以上営業している事業所
■ 常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービ
ス業の場合は５人以下）の法人・個人の事業主の
方

■ 商工会議所の経営指導員による経営指導を原則
６ケ月以上受けている方

■ 義務納税額（所得税・法人税・事業税・道市町村
民税）を完納している方

■ 商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の融資
対象業種を営んでいる方

砂
川
地
区
自
衛
隊
協
力
会

平
成
29
年
定
期
総
会
開
催

去
る
、
１
月
30
日
（
金
）
砂
川
商

工
会
議
所
に
お
い
て
、
砂
川
地
区
自

衛
隊
協
力
会
の
定
期
総
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
開
催
に
あ
た
り
、
会
長

で
あ
る
善
岡
雅
文
市
長
挨
拶
の
あ

と
、
来
賓
と
し
て
陸
上
自
衛
隊
滝
川

駐
屯
地
司
令
関
谷
拓
郎
様
、
第
１
普

通
科
中
隊
長
東
畑
大
輔
様
、
広
報
班

長
木
本
達
也
様
の
紹
介
が
あ
り
、
代

表
と
し
て
司
令
関
谷
拓
郎
様
か
ら
挨

拶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
議
案
と
し

て
、
平
成
28
年
度
事
業
報
告
並
び
に

収
支
決
算
報
告
・
平
成
29
年
度
事
業

計
画
（
案
）
並
び
に
収
支
予
算
（
案
）

そ
し
て
、
任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改

選
の
提
案
、
い
ず
れ
の
議
案
も
満
場

一
致
で
承
認
さ
れ
無
事
総
会
が
終
了

し
ま
し
た
。

新型コロナウィルスの感染の拡大を防ぐためには、今が重要な時期であり、国民や事業主
の皆様方のご協力をお願い致します。
最新の感染の発生状況を踏まえると、例えば屋内などで、お互いの距離が十分に取れない

状況で一定時間いることが、感染のリスクを高めるとされています。
イベント等の主催者においては、感染拡大の防止という観点から、感染の広がり、会場の

状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討していただくようお願いします。尚、イベント
等の開催については、現時点で政府として一律の自粛要請を行うものではありません。
また、開催にあたっては、感染機会を減らすための工夫を講じていただきたい。例えば、

参加者への手洗いの推奨やアルコール消毒薬の設置、風邪のような症状のある方には参加し
ないよう依頼をすることなど、感染拡大の防止に向けた対策の準備をしていただきたい。
国民の皆様においては、風邪のような症状がある場合は、学校や仕事を休み、外出を控え

るとともに、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染拡大防止につながる行動にご協力をお
願いします。特に高齢の方や基礎疾患をお持ちの方については、人込みの多い所はできれば
避けていただくなど、感染予防にご注意いただくよう、お願い致します。
そのためには、学校や企業、社会全体における理解に加え、生徒や従業員の方々が休みや

すい環境整備が大切であり、テレワークや時差通勤も有効な手段であります。関係の皆様の
ご協力をお願いいたします。
尚、新型コロナウィルス感染症の今後の感染の広がりや重症度を見ながら適宜見直すこと

としています。

雇用保険制度の一部が変わります
雇用保険被保険者となる高年齢労働者（満64歳以上）についての保険料免除制度
が廃止となります。

◎これまでは、保険年度の初日（４月１日）において、満64歳に達している被保険者
は、雇用保険料が事業主負担及び被保険者も免除されておりました。

◎雇用保険料の免除制度は「令和２年３月31日まで」となっており、「令和２年
４月１日から」は、雇用保険料の適用対象となり、事業主及び被保険者自身も雇
用保険料の負担が必要となります。

➡
詳しくは、最寄りのハローワークもしくは、当所までお問い合わせ下さい。

免除制度廃止

厚生労働省よりイベント開催に関するお知らせ



（４）令和２年３月５日発行 な な か ま ど

会
議
所
の
う
ご
き
２
月

３月21日（土）

札幌交響楽団砂川公演 MOZART ＆ BEETHOVEN

地域交流センターゆう

※場合により、開催日等の変更がありますのでご了承ください。

砂川イベント情報

去
る
、
２
月
20
日
(木
)12
時
よ
り

当
所
第
１
会
議
室
に
於
い
て
第
３
回

総
務
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
次
の
報

告
と
議
案
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し

た
。

▽
報

告

（
１
）
会
員
異
動
状
況
に
つ
い
て

▽
議

案

（
１
）
ポ
イ
ン
ト
事
業
協
同
組
合
の

解
散
に
伴
う
負
債
額
の
援
助

に
つ
い
て

（
２
）
令
和
元
年
度
一
般
会
計
・
事

業
サ
ー
ビ
ス
会
計
・
相
談
所

会
議

札
幌
市

20
日
▼
第
３
回
総
務
委
員
会

会
議
所

21
日
▼
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

市
役
所

▼
令
和
２
年
砂
川
建
設
協
会
通

常
総
会
懇
親
会

砂
川
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

24
日
▼
第
１
５
４
回
簿
記
検
定会

議
所

25
日
▼
第
11
回
広
報
委
員
会

会
議
所

27
日
▼
第
５
回
常
議
員
会

砂
川
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

28
日
▼
第
12
回
三
役
会

会
議
所

▼
緑
あ
ふ
れ
る
公
園
都
市
推
進

市
民
会
議

市
役
所

▼
空
知
地
方
技
能
尊
重
運
動
推

進
協
議
会
創
立
50
周
年
記
念

式
典
・
記
念
祝
賀
会岩

見
沢
市

▼
夏
ま
つ
り
実
施
本
部
会
議

会
議
所

29
日
▼
赤
羽
国
土
交
通
大
臣
と
の
政

策
懇
談
会

岩
見
沢
市

委
員
会
の
う
ご
き
２
月

お
買
い
物
は
地
元
商
店
街
で
！

Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
う
ご
き
10
月

委
員
会
の
う
ご
き
８
月


















































は
し
ご
酒
大
会
に
つ
い
て

第
２
回
経
済
政
策
特
別
委
員
会
開
催

第
２
回
総
務
委
員
会
開
催

第
２
回
工
業
委
員
会
開
催

会
議
所
の
う
ご
き

第
３
回
工
業
委
員
会
開
催

お
買
い
物
は
地
元
商
店
街
で
！

常
議
員
会
の
う
ご
き
２
月

商
工
会
議
所
会
員

優
待
サ
ー
ビ
ス
事
業

「
Ｃ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
」
を

ご
利
用
下
さ
い

委
員
会
の
う
ご
き
12･1
月

第
４
回
経
済
政
策
特
別
委
員
会
開
催

▽
日

時

令
和
２
年
２
月
27
日
（
木
）
12
時

▽
場

所

砂
川
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

▽
報
告
事
項

（
１
）
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
換
金
状

況
報
告
及
び
消
費
税
対
策
砂

川
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

換
金
状
況
報
告
に
つ
い
て

（
２
）
主
要
業
務
報
告
２
月
・
３
月

行
事
予
定
に
つ
い
て

（
３
）
会
員
異
動
調
書
に
つ
い
て

（
４
）
各
会
計
報
告
に
つ
い
て
（
令

和
２
年
１
月
現
在
）

（
５
）
各
委
員
会
報
告
に
つ
い
て

１
日
▼
Ｙ
Ｅ
Ｇ
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
大

会
第
１
回
懇
親
会
部
会会

議
所

２
日
▼
Ｙ
Ｅ
Ｇ
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
大

会
第
１
回
総
務
部
会
会
議
所

８
日
▼
Ｙ
Ｅ
Ｇ
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
大

会
第
１
回
式
典
・
分
科
会
部

会

会
議
所

16
日
▼
Ｙ
Ｅ
Ｇ
次
年
度
会
長
・
監
事

選
考
委
員
会

会
議
所

▼
Ｙ
Ｅ
Ｇ
第
４
回
理
事
会会

議
所

24
日
▼
第
６
回
Ｙ
Ｅ
Ｇ
が
創
る
夢
あ

る
北
海
道
会
議

札
幌
市

31
日
▼
全
国
大
会
実
行
委
員
会
全
体

会
議

岩
見
沢
市

第
９
回
広
報
委
員
会
開
催

街
頭
放
送
事
業
の

廃
止
に
つ
い
て

当
所
で
実
施
し
て
お
り
ま
す

街
頭
放
送
事
業
で
す
が
、
ス
ポ

ン
サ
ー
の
減
少
及
び
国
道
12
号

線
の
無
電
中
化
工
事
の
関
係

で
、
放
送
設
備
を
継
続
し
て
設

置
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た

た
め
、
令
和
２
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
事
業
を
廃
止
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

長
い
間
ご
利
用
、
ご
協
力
い

た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

３
月

第
３
回
商
業
委
員
会
開
催

会
員
の
皆
様
へ

会
費
の
自
動
口
座
振
替
の

お
願
い
に
つ
い
て

商
工
会
議
所
会
費
の
納
入
に
つ
い

て
、
事
務
の
効
率
化
、
振
込
手
数
料

等
経
費
の
削
減
を
図
る
た
め
、
会
費

の
自
動
口
座
振
替
を
お
願
い
し
て
お

り
ま
す
。

新
た
に
自
動
口
座
振
替
を
ご
希
望

の
方
、
又
は
指
定
口
座
の
変
更
の
方

は
、
会
議
所
窓
口
に
て
手
続
を
お
願

い
致
し
ま
す
。

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
宜
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は
商
工
会
議
所

総
務
課

電
話
５
２
-４
２
９
４

ま
で
お
気
軽
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

第
３
回
総
務
委
員
会
開
催

第
11
回
広
報
委
員
会
開
催

３
日
▼
砂
川
市
共
同
募
金
委
員
会
第

４
回
理
事
会

福
祉
セ
ン
タ
ー

５
日
▼
（
公
社
）
滝
川
地
方
法
人
会

新
春
講
演
会

滝
川
市

６
日
▼
砂
川
市
地
域
通
年
雇
用
促
進

協
議
会

市
役
所

７
日
▼
第
11
回
三
役
会

会
議
所

18
日
▼
全
道
商
工
会
議
所
専
務
理
事

第
５
回
常
議
員
会
開
催

会
議
所
の
う
ご
き
３
月

16
日
▼
第
６
回
常
議
員
会

砂
川
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

23
日
▼
第
12
回
広
報
委
員
会

会
議
所

26
日
▼
臨
時
議
員
総
会

砂
川
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

去
る
、
２
月
25
日
(火
)12
時
よ
り

当
所
第
１
会
議
室
に
於
い
て
第
11
回

広
報
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
次
の
議

案
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

▽
議

案

（
１
）
掲
載
記
事
の
検
討
に
つ
い
て

（
２
）
街
頭
放
送
事
業
の
廃
止
と
設

備
撤
去
に
つ
い
て

▽
協

議

（
１
）
ポ
イ
ン
ト
事
業
協
同
組
合
の

解
散
に
伴
う
負
債
額
の
援
助

に
つ
い
て

（
２
）令
和
元
年
度
一
般・事
業
サ
ー

ビ
ス
会
計
・
相
談
所
特
別
会

計
補
正
予
算
(案
)に
つ
い
て

（
３
）
商
工
会
議
所
法
の
改
正
に
伴

う
定
款
変
更
に
つ
い
て

（
４
）
砂
川
商
工
会
議
所
事
業
継
続

計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
に
つ
い
て

（
５
）
創
立
70
周
年
記
念
に
つ
い
て

（
６
）
街
頭
放
送
事
業
の
廃
止
と
設

備
撤
去
に
つ
い
て

（
７
）
簿
記
検
定
に
つ
い
て

（
８
）
受
動
喫
煙
の
防
止
に
つ
い
て

（
９
）
受
託
事
務
委
託
料
の
改
正
案

に
つ
い
て

特
別
会
計
補
正
予
算
に
つ
い

て

（
３
）
商
工
会
議
所
法
の
改
正
に
伴

う
定
款
変
更
に
つ
い
て

（
４
）
砂
川
商
工
会
議
所
事
業
継
続

計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
に
つ
い
て

（
５
）
創
立
70
周
年
記
念
に
つ
い
て

（
６
）
街
頭
放
送
事
業
の
廃
止
と
設

備
撤
去
に
つ
い
て

（
７
）
簿
記
検
定
に
つ
い
て

（
８
）
受
託
事
業
「
事
務
委
託
料
」

の
改
定
（
案
）
に
つ
い
て

（
９
）
受
動
喫
煙
の
防
止
に
つ
い
て

３月29日（日）

第３回全国キッズ落語北海道大会 in 砂川

地域交流センターゆう

※場合により、開催日等の変更がありますのでご了承ください。

砂川イベント情報税
の
確
定
申
告

期
限
延
長
の
お
知
ら
せ

２
月
17
日
（
月
）
か
ら
始
ま
っ

た
確
定
申
告
に
つ
い
て
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
贈
与
税
及
び

申
告
所
得
税
（
及
び
復
興
特
別
所

得
税
）
の
申
告
・
納
付
期
限
は
３

月
16
日
（
月
）、
個
人
事
業
者
の

消
費
税
（
及
び
地
方
消
費
税
）
の

申
告
・
納
付
期
限
は
３
月
31
日

（
火
）
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、

す
べ
て
４
月
16
日
（
木
）
ま
で
延

長
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。


